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本日お話しする内容

1. 担い手の現状

2. どうやって担い手を確保するか

3. 地方の技術者不足への対策

4. 他産業に負けないために

5. 社会資本の将来

6. 未来に何が残るのか

7. これから関東で起こること

8. 少し明るい話題
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１．担い手の現状

〇ピークから３割減
〇高齢化、若手の伸び悩み
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全産業（５５歳以上）

建設業（５５歳以上）

全産業（２９歳以下）

建設業（２９歳以下）

○建設業就業者は、55歳以上が36.7％、29歳以下が11.7%と高齢

化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。

出典：総務省「労働力調査」 （暦年平均）をもとに国土交通省で作成※１

出典：総務省「労働力調査」（暦年平均）をもとに国土交通省で作成※１※２

技能者等の推移 建設業就業者の高齢化の進行

（※１ 平成23年データは、東日本大震災の影響により推計値 ※２ グラフ上の数値は、記載単位未満の位で四捨五入してあるため、総数と内訳の合計とは必ずしも一致しない）

建設業就業者の現状

建設業：５５歳以上は約４割

全産業（５５歳以上）

建設業：２９歳以下は約１割

全産業（２９歳以下）455 331 300
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建設業従事者数と全産業に占める割合の推移

技能者 技術者
管理的職業・事務従事者 販売従事者等

全産業に占める建設業従事者の割合

477

（％）

＜就業者数ピーク＞  ＜建設投資ボトム＞    ＜最新＞

○建設業就業者：  685万人（H9） → 504万人（H22） → 477万人（R6）

○技術者 ： 41万人（H9） → 31万人（H22） → 39万人（R6）

○技能者 ：  455万人（H9）  →   331万人（H22） →  300万人（R6）

（万人）

685

504

時点修正（R6追加）
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２．どうやって担い手を確保するか

〇担い手３法の改正
〇新３K、４K
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第三次・担い手３法（令和６年改正）の全体像



自治体等への第三次担い手三法の浸透

①発注者協議会でのマネジメント強化
－取組推進のための指標の拡充
－自治体の取組み好事例の水平展開
－発注者心得（仮称）の作成

① R6補正・R7当初予算による
 計画的な工事発注

② 入札・契約、総合評価の工夫
【１】 受注機会の確保
－直轄実績を持たない企業の新規参入促進
－一括審査方式を積極実施

【２】 適切な競争環境の確保
－技術者評価の対象となる工事成績の対象期間を
４⇒８年に延長

－企業の工事成績の差異を適正に評価

【３】 企業の技術者運用の柔軟化
－参加表明段階で配置予定技術者の提示を
求めない方式を導入

－女性技術者・若手技術者を活用しやすくする
運用改善

③ 国道４号強靭化フレームワーク
 モデル工事の実施

働き方改革・担い手確保に向けた関東地方整備局の取組方針

① 柔軟な週休２日の運用
② 若手・女性技術者奨励賞の創設
③ 安全管理推進技術者等認定制度の

 創設
④ 建設業の魅力向上のための

 産官学連絡協議会の創設
⑤ 学校関係者に向けた現場見学

コーナーを開設（関東地整HP）
⑥ 総合評価の工夫

－若手／女性技術者の活用に対する加点評価
－ＷＬＢ認定企業の加点評価対象工事の拡大

① 国と県・政令市の工事関係書類の
 統一

② 工事書類スリム化等のさらなる徹底
 （ガイドライン改定）

③ 適切な設計変更のさらなる徹底
 （ガイドライン（総合版）の改定）

④ 女性技術者の交代運用の柔軟化
⑤ 快適トイレの「質の向上」を図る

 積算上の工夫
⑥ 熱中症対策等に資する

 週休２日制の運用の柔軟化
⑦ 小規模工事へのＩＣＴ施工の普及

 強化のための取組みパッケージ

受注機会の確保

０１
担い手確保の
取り組み強化

０２
現場の環境改善
・効率化の推進

０３

０４

7
※関東地方整備局HP掲載 https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000916220.pdf

➢ 建設産業は、「社会資本の整備・管理の担い手」であるとともに、災害時における「地域の守り手」として、国民生活や社会
経済を支える極めて重要な役割を担っています。

➢ 関東地方整備局は、建設産業がその役割を持続的に果たし続けられるよう、2025年度も下記の４つの柱で、さまざまな
施策を推進します。
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３．地方の技術者不足への対策

〇インフラ群再生戦略マネジメント（群マネ）



9

地域インフラ群再生戦略マネジメント（群マネ）の推進

9
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「群マネの手引きVer.1（群マネ入門超百科）」について

10



地域インフラ群再生戦略マネジメント（群マネ）

○市区町村が抱える課題を踏まえつつ、適確にインフラ機能を発揮させるためには、個別施設のメンテナンスのみならず
「地域インフラ群再生戦略マネジメント（群マネ）」の考え方が重要。

○群マネは、“人”、“受注”、“発注”の３要素からなる、地域のインフラ群をマネジメントする戦略。

自治体

A市 B町

C村

事業者
（技術者）

“人”の群マネ

•近隣の自治体職員と連携し、技術的知見を補完

•民間技術者と自治体職員の技術者間連携

“受注”の群マネ

•民間企業が連携し、安定的にメンテナンスの仕事
を受注できる体制を構築。技術レベル向上と人材
育成を目指す（JV、事業協同組合等）

“発注”の群マネ

•複数のメンテナンス発注と契約をまとめて実施
（包括的民間委託）

事業者

建設会社

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

ﾒｰｶｰ

等

期待される効果

出典：第5回群マネ計画検討会・第4回群マネ実施検討会資料などをもとに作成
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/_pdf/gunmane_kentou_keikaku05_01.pdf 11
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４．他産業に負けないために

〇i-constructon2.0の推進
・屋外作業を減らす
・生産性を上げる



【直轄】 BIM/CIMの原則適用 i-Construction2.0 策定 【直轄】 ICT施工の義務化へ

2023.4月 2024.4月 2025.4月

i-Construction 2.0
で2040年度までに実現する目標

i-Construction 2.0：建設現場のオートメーション化に向けた取組

遠隔・自動で
完成検査

ICT技術で建設現場
を効率的に管理

AIが工程・安全を
コントロール

建設現場の
完全無人化

非接触で
地質の調査が可能に

ロボットに最適化
された作業環境に

誰でも遠隔でロボット・
建機を操作できる

危険な場所でも
自動で作業できる

無人で道路・橋
ができあがる

i-Construction 2.0で実現を目指す社会（イメージ）

生産性

2023年 2040年

2023年時点
での生産性 生産年齢人口減少

の影響を受けた
生産性

建設現場の
オートメーション

化

人・
日 省人化３割

［建設現場の省人化・生産性向上のイメージ］

生産性1.5倍
少なくとも

i-Construction 2.0 （建設現場のオートメーション化）

13



i-Construction 2.0 トップランナー施策

３．施工管理のオートメーション化（リモート化・オフサイト化）

・BIM/CIMなど、デジタルデータの後工程への活用
・現場データの活用による書類削減・監理の高度化、検査の効率化

２．データ連携のオートメーション化（デジタル化・ペーパーレス化）

建
設
現
場
の
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
化
を
実
現

１．施工のオートメーション化
・建設機械のデータ共有基盤の整備や安全ルールの策定など自動施工の環境整備を進めるとともに、遠隔施工の普及拡大やAI
の活用などにより施工を自動化。短期的には、ダム施工現場等の自動施工導入を進め大規模土工や導入工種の拡大を目指す。

・リモートでの施工管理・監督検査により省人化を推進
・有用な新技術等を活用により現場作業の効率化を推進

自動施工 遠隔施工
ICT施工
stageⅡ

３D・２D連動 契約図書化・積算

デジタルデータを活用した監督・検査等

14



施工のオートメーション化 遠隔施工

○災害復旧現場以外の通常工事での遠隔施工の活用を推進。2024年度は国土交通省発注工事において２１件の
工事において遠隔施工を実施。

○ 2025年度は、更なる遠隔施工の実施に向け、工事発注に関するルールを策定。

■塩殿遊水地整備その4工事（受注者：㈱曙建設）

■大河津分水路山地部掘削その２３他工事（受注者：㈱廣瀬）

K-DIVE®（コベルコ建機㈱）を導入し遠隔バックホウにて掘削工
と法面整形工を実施。マシンガイダンスと遠隔施工の組合せにより、
オペレータの操作のアシストを可能にした。

遠隔操作室 遠隔操作システム

建設機械向けの遠隔操作システム「Smart Construction 
Teleoperation」（コマツ㈱、㈱EARTHBRAIN）を導入し、現場か
ら直線距離で約３０km離れた本社のオペレーションルームからバック
ホウを操作し施工を実施。

遠隔操作室 遠隔操作用モニター

＜令和６年度の遠隔施工の実施事例＞

15



• 日本では人手不足・安全確保に対応した建設現場での遠隔施工が開発され、災害復旧等での運用経験が豊富。

• ウクライナでは、侵略からの復旧・復興事業の需要が見込まれるが、人手不足が深刻であり、女性や戦傷者等、誰もが安全に
建設作業に参画できるようにすること求められている。

• 日本発の遠隔施工の導入による人的資源活用ビジネスモデルを構築し、ウクライナ復興の推進に貢献する。

今後の予定

• 復旧・復興工事への要件化等に向けて、関係機関への働きかけを実施。

• まずは、侵略により破壊された施設の瓦礫処理への導入を目指す。

誰もが参加できるウクライナ復興事業
【遠隔施工】

• 日本では雲仙普賢岳復旧工事を皮切りに、
３０年以上前から危険箇所での施工で利
用。

• 危険な現場での作業を、安全な場所から
 実施可能

• DXによりインターネット回線を経由した
超遠隔操作へ進化

女性・戦傷者等の雇用機会創出により、
ウクライナ復興の推進に貢献

※がれき処理費は１３０億米ドルと推計（UNDP）

施工のオートメーション化

ウクライナ復興における人的資源活用プロジェクト

【ウクライナ国内での
実証実験】

• 遠隔施工の実証実験を、
日本とウクライナをつ
ないで実施

• 関係機関へのデモンス
トレーションするととも
に、課題等を抽出

遠隔技術
活用

16
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５．社会資本の将来

〇国土形成計画
〇成長と地方創生
〇安全・安心を高める
〇更新の本格化



国土計画の変遷

【基本目標】

1962年 全総（全国総合開発計画） 地域間の均衡ある発展

1969年 新全総 豊かな環境の創造

1977年 三全総 人間居住の総合的環境の整備

1987年 四全総 多極分散型国土の構築

1998年 21世紀の国土のグランドデザイン

多軸型国土構造形成の基礎づくり

2008年 国土形成計画 多様な広域ブロックが自立的に発展する

国土を構築/美しく暮らしやすい国土の形成

2015年 第二次国土形成計画 対流促進型国土の形成

2023年 第三次国土形成計画 新時代に地域力をつなぐ国土

～列島を支える新たな地域マネジメントの構築～

18



計画の効果的推進
広域地方計画の策定・推進

○地理空間情報等を活用したマネジメントサイクルと評価の実施

○広域地方計画協議会を通じた広域地方計画の策定・推進

分野別施策の基本的方向

目指す国土の姿 「新時代に地域力をつなぐ国土 ～列島を支える新たな地域マネジメントの構築～」

デジタルとリアルが融合した地域生活圏の形成
⚫ 「地方の豊かさ」と「都市の利便性」の融合

⚫ 生活圏人口１０万人程度以上を一つの目安として想定した地域づくり

（地域の生活・経済の実態に即した市町村界にとらわれない地域間の連携・補完）

⚫ 「共」の視点からの地域経営（サービス・活動を「兼ねる、束ねる、繋げる」発想への転換）

✓ 主体の連携、事業の連携、地域の連携

⚫ デジタルの徹底活用によるリアルの地域空間の質的向上
✓ デジタルインフラ・データ連携基盤・デジタル社会実装基盤の整備、自動運転、

ドローン物流、遠隔医療・教育等のデジタル技術サービスの実装の加速化
✓ 地域交通の再構築、多世代交流まちづくり、デジ活中山間地域、転職なき

移住・二地域居住など、デジタル活用を含めたリアル空間での利便性向上

⚫ 民の力の最大限活用、官民パートナーシップによる地域経営主体の創出・拡大

持続可能な産業への構造転換
⚫ GX、DX、経済安保等を踏まえた成長産業の全国的な分散立地等
⚫ 既存コンビナート等の水素・アンモニア等への転換を通じた基幹産業拠点の強化・再生
⚫ スタートアップの促進、働きがいのある雇用の拡大等を通じた地域産業の稼ぐ力の向上 等

人口減少下の国土利用・管理
⚫ 地域管理構想等による国土の最適利用・管理、流域治水、災害リスクを踏まえた住まい方
⚫ 所有者不明土地・空き家の利活用の円滑化等、重要土地等調査法に基づく調査等
⚫ 地理空間情報等の徹底活用による国土の状況の見える化等を通じた国土利用・管理DX 等

グリーン国土の創造
⚫ 広域的な生態系ネットワークの形成、自然資本の保全・拡大、持続可能な活用（30by30の実現、

グリーンインフラの推進等を通じたネットワーク化）
⚫ カーボンニュートラルの実現を図る地域づくり（地域共生型再エネ導入、ハイブリッドダム等） 等

時代の重大な岐路に立つ国土 《我が国が直面するリスクと構造的な変化》

コロナ禍を経た暮らし方・働き方の変化
• テレワークの進展による転職なき移住等の場所に縛られない暮ら
し方・働き方

• 新たな地方・田園回帰の動き、地方での暮らしの魅力

激動する世界の中での日本の立ち位置の変化
• DX、GXなど激化する国際競争の中での競争力の低下
• エネルギー・食料の海外依存リスクの高まり
• 東アジア情勢など安全保障上の課題の深刻化

豊かな自然や文化を有する多彩な地域からなる国土を次世代に引き継ぐための未来に希望を持てる国土の将来ビジョンが必要

《
国
土
の
刷
新
に
向
け
た
重
点
テ
ー
マ
》

地域の安全・安心、暮らしや経済を支える

国土基盤の高質化

デジタルとリアルの融合による

活力ある国土づくり
～地域への誇りと愛着に根差した地域価値の向上～

巨大災害、気候危機、緊迫化する国際情勢に対応する

安全・安心な国土づくり
～災害等に屈しないしなやかで強い国土～

世界に誇る美しい自然と多彩な文化を育む

個性豊かな国土づくり
～森の国、海の国、文化の国～

地域の持続性、安全・安心を脅かすリスクの高まり
• 未曽有の人口減少、少子高齢化がもたらす地方の危機
• 巨大災害リスクの切迫（水災害の激甚化・頻発化、巨大地震・津波、火山噴火、雪害等）

• 気候危機の深刻化（2050年カーボンニュートラル）、生物多様性の損失

国土構造の基本構想 「シームレスな拠点連結型国土」

➢ 東京一極集中の是正（地方と東京のwin-winの関係構築）

➢ 国土の多様性（ダイバーシティ）、包摂性（インクルージョン）、
持続性（サステナビリティ）、強靱性（レジリエンス）の向上

新
し
い
資
本
主
義
、
デ
ジ
タ
ル

田
園
都
市
国
家
構
想
の
実
現

新たな国土の将来ビジョン

国土づくりの戦略的視点 ①民の力を最大限発揮する官民連携 ②デジタルの徹底活用 ③生活者・利用者の利便の最適化 ④縦割りの打破（分野の垣根を越える横串の発想）

地域を支える人材の確保・育成

◆ 生活に身近な地域コミュニティの再生（小さな拠点を核とした集落生活圏の形成、都市コミュニティの再生）
◆ 地方の中心都市を核とした市町村界にとらわれない新たな発想からの地域生活圏の形成

◆ 中枢中核都市等を核とした広域圏の自立的発展、日本海側・太平洋側二面活用等の広域圏内・広域圏間の
連結強化を図る「全国的な回廊ネットワーク」の形成

◆ リニア中央新幹線、新東名・新名神等により三大都市圏を結ぶ「日本中央回廊」の形成による地方活性化、国
際競争力強化

〈持続可能な生活圏
の再構築〉

相
互
連
携
に
よ
る

相
乗
効
果
の
発
揮

〇地域の整備（コンパクト＋ネットワーク、農山漁
村、条件の厳しい地域への対応等）

〇産業（国際競争力の強化、エネルギー・食料の安
定供給等）

〇文化・スポーツ及び観光（文化が育む豊かで
活力ある地域社会、観光振興による地域活性化等）

○交通体系、情報通信体系及び
エネルギーインフラ

○防災・減災、国土強靱化
○国土資源及び海域の利用と保全（農地、

森林、健全な水循環、海洋・海域等）

○環境保全及び景観形成

〈広域的な機能の
分散と連結強化〉

計画期間： 2050年さらにその先の長期を見据えつつ、今後概ね10年間

デジタルの徹底活用による場所や時間
の制約を克服した国土構造への転換

⚫ 防災・減災、国土強靱化、生活の質の向上、経済活動の下支え
〔機能・役割に応じた国土基盤の充実・強化〕

⚫ 戦略的マネジメントの徹底によるストック効果の最大化

※南北に細長い日本列島における国土全体での連結強化
※広域レベルからコミュニティレベルまで重層的な圏域形成

階層間のネットワーク強化

✓ DX、GX、リダンダンシー確保、安全保障、自然資本との統合等の観点からの機能高度化

✓ 賢く使う観点からの縦割り排除による複合化・多機能化・効果最大化

✓ 地域インフラ群再生戦略マネジメント等の戦略的メンテナンスによる持続的な機能発揮

● 包摂社会に向けた多様な主体の参加と連携 ● こどもまんなかまちづくり等のこども・子育て支援、女性活躍 ● 関係人口の拡大・深化

第三次国土形成計画（全国計画） 概要（2023年7月閣議決定）
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新たな首都圏広域地方計画 首都圏の持続可能性が直面する４つの危機

⚫世界の中での我が国の首都圏の地位低下

国民１人当たりGDPがG7で最下位

ジェンダーギャップ指数がG7で最下位☞

☞

地方部で様々な生活サービスが維持困難☞

☞

SHOP SHOP

⚫少子化の深刻化・人口の地域偏在

など

などなど

など

食料自給率が27％と低い

首都圏の自給率

☞

「みどり」の総量が減少傾向☞

⚫ｴﾈﾙｷﾞｰ・食料確保のリスクと生態系への影響 

首都圏総人口の88％が災害リスクエリア内

首都直下地震では最大約695万人の帰宅困難者
が想定

☞

☞

⚫都市への集中と集積に伴う巨大災害のリスク

2050年にかけ生産年齢人口が470万人減少

首都圏広域地方計画に関する有識者懇談会における議論の整理から「４つの危機」に着目

20
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新たな首都圏広域地方計画 首都圏の将来像と実現に向けた枠組み

～ 危機感を共有し将来像を実現する３つの基幹的な取組と４本の柱

21
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第１次国土強靱化実施中期計画【概要】

出典：首相官邸_国土強靱化推進本部（第２３回）資料 ttps://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokudo_kyoujinka/kaisai/dai23/index.html

22



(国交省HP資料をもとに、関東地整にて一部加工)

国土交通省関係予算（公共事業関係費（国費））の推移

23

第１次国土強靱化
実施中期計画
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利根川水系利根川・江戸川河川整備計画（R7.3.27変更）

【変更整備計画目標】

⚫ 気候変動を踏まえた基本方針においては、八斗島基準
地点の基本高水のピーク流量が、22,000m³/sから
26,000m³/sと増大。（R6.7変更）

⚫ この河川整備基本方針の変更を踏まえ、利根川・江戸
川河川整備計画についても気候変動を踏まえた計画へ
見直しを実施。

⚫ その結果、気候変動により予測される将来の降雨量の
増加等を考慮しても目標となる安全度（年超過確率
1/70～1/80）を低下させないようにするとともに、八斗
島地点においてカスリーン台風と同等の21,200m³/sを
目標流量として設定。

■遊水地及び調節池の洪水調節機能の強化 

⚫ 既存の洪水調節施設の徹底的な有効活用
を図るため、渡良瀬遊水地、田中調節池、稲
戸井調節池、菅生調節池について、調査及
び検討を行い、越流堤の可動化を行う。

⚫ 稲戸井調節池にて池内掘削を推進し、洪水調節容量増大を図
るとともに、田中調節池及び菅生調節池の洪水調節機能の向
上を図るため、調査及び検討を行い、越流堤の移設を行う。

■堤防整備 ■河道掘削

⚫ 堤防が整備さ
れていない区
間や、高さ又
は幅が不足し
ている区間に
ついて、築堤
・かさ上げ・拡
築を行う。

⚫ 洪水を安全に流下させる
ために必要な河道断面を
確保する。

■首都圏氾濫区域堤防強化対策

⚫ 首都圏へ氾濫被
害が及ぶ区間に
おいて、現況の
堤防断面を拡大
する「首都圏氾
濫区域堤防強化
対策」（川裏のり
勾配 7割）を実
施する。

（令和4年（2022年）6月撮影）

群馬県板倉町 川裏断面拡幅・堤防かさ上げ例
（利根川左岸 群馬県板倉町）

整備後

流量配分

主な整備メニュー

八斗島地点において4,900m3/sを調節する必要があるが、具体な実施
メニューは治水機能増強検討調査を踏まえ決定する。

利根川橋梁（JR東北新幹線）
整備後

首都圏氾濫区域堤防強化対策整備例
（利根川右岸 埼玉県久喜市栗橋北地先）

河道と洪水調節施設等の配分流量＜基準地点：八斗島＞

河川 遊水地・調節池

整備後

河道掘削とあわせてワンドを創出した例
（江戸川右岸 埼玉県吉川市鍋小路地先）

■治水機能増強検討調査
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八ッ場ダムの効果

○ 八ッ場ダムは、令和２年３月に完成し、試験湛水中の令和元年東日本台風では、吾妻川の洪水全量を貯留

〇 八ッ場ダム含め、利根川上流ダム群で約１億4,500万m3を貯留し、八斗島地点で約1mの水位低減に寄与

〇 また、令和７年の利根川（栗橋地点）上流域における平均降雨量は、特に８月で平年の４７％と少雨傾向

〇 仮に八ッ場ダムが完成していなかった場合、取水制限を実施していた可能性がある

八ッ場ダム貯留状況写真（令和元年東日本台風）

10月16日 ダム貯水池

江戸川の状況（三郷市付近）
（江戸川の水位が家屋より高い）

試験湛水開始時

＜治水＞
令和2年の運用以降、過去最
低の貯水率14％となりました。

令和7年9月5日時点

＜利水（渇水対応）＞
◆仮に現在も当時と同じ8ダムでの運用であった場合、

貯水量は平成24年当時の水準まで減少していた可能性が高く、

   八ッ場ダムの完成により取水制限を回避できたと考えられます。

※利根川水系の取水制限は、八ツ場運用前は３．５年に１回の割合で

          生じたが、運用後は６年間制限なし

八ッ場ダムの効
果

利根川中流部出水状況（羽生市付近）
（天端まで残り１ｍ程度まで水位が上昇）
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南本牧ふ頭
本牧ふ頭

大黒ふ頭
新本牧ふ頭

K5

K1K3

K2

幸浦

磯子駅

横浜駅

横浜港

B

横浜港国際海上コンテナターミナル整備事業

整備後のイメージ図 【事業概要】

 ○ 事業期間： 平成３１年度～令和１３年度
 ○ 総事業費： ３，８００億円

＜新本牧ふ頭地区＞
 ○ 直轄： 岸壁(水深-18ｍ～)1,000m, 護岸

(防波), 防波堤, 荷さばき地, 道路
 ○ 貸付： 荷役施設

＜本牧ふ頭地区＞
 ○ 直轄： 本牧BC, D5, CDの岸壁等の再編
 ○ 補助： 本牧A 道路
 ○ 貸付： 本牧BC 荷役施設

南本牧ふ頭

大黒ふ頭

本牧ふ頭

新本牧ふ頭

：         等

：航路、泊地

：臨港道路

山下ふ頭
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首都圏中央連絡自動車道

道路ネットワークの整備による雇用・税収の増加

27
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木更津JCT

千葉東JCT

木更津南JCT

宮野木JCT

葛西JCT

西新宿ＪＣＴ

江北
ＪＣＴ

小菅
ＪＣＴ

成田JCT

三郷JCT

川崎浮島
ＪＣＴ

羽田空港

海老名南
JCT

伊勢原JCT

大黒
ＪＣＴ

伊勢原大山IC

※1

2026(R8)年度
開通見込み

五霞IC

境古河
IC 坂東IC

栄IC・
JCT

道
路

関越
～東名

多古IC

※2

2026(R8)年度までに開通見込み

牛久阿見IC

阿見東IC

稲敷IC

《位置図》

首都圏中央連絡自動車道
（横浜湘南道路）

首都圏中央連絡自動車道
（金沢～戸塚）

首都圏中央連絡自動車道
（大栄～横芝）

○ ○ ○ ○ ○

○圏央道沿線自治体※1では大型物流施設等の立地や生産性の向上により、雇用や税収が増加。

○H29.2に茨城県区間が全線開通。H28からH29にかけての基準値価格（工業地）の上昇率は、関東地整管内上位10地点の中で

6地点が圏央道沿線自治体※１である。残る区間の整備により、圏央道周辺の更なる生産性向上に寄与。

2車線 4車線 6車線

開通済

事業中

調査中

凡　　例

○ ○ ○ ○ ○ ○

平成27年12月時点 令和7年1月時点

圏央道沿線等に立地する主な企業の
大型マルチテナント型物流施設※4

：工業地の基準地価格(H28→H29)
上昇率が関東地整管内トップ10の
地点を有する沿線自治体

（データ：都道府県地価調査）
（   ）内の値はH28→H29の地価上昇

率
※1  圏央道沿線自治体：圏央道（釜利谷JCT～木更津JCT）が通過等する自治体（５７市町）
※2  経済センサスの民営事業所のうち産業分類（中分類）の「道路旅客運送業」「道路貨物運送業」「倉庫業」「運輸に附帯するサービス業」の合計（ただし、中小企業

基本法に基づく「小規模企業者（概ね常時使用する従業員の数が20人以下の事業者）」を除く）なお、圏央道沿線自治体のうち、政令指定都市については、
圏央道が通過等する行政区のみを集計範囲とする

※３ 固定資産税（家屋）：固定資産（家屋）の評価額に応じて課せられる税
※４  高度な仕分け・荷捌き等の機能を持つ大型マルチテナント型物流施設

首都圏中央連絡自動車道
（つくば～大栄）

注1： ※1 資機材の調達等が順調な場合 ※2 大栄JCT～多古IC間は、１年程度前倒しでの開通を目指す

注2：五霞IC～境古河IC間、坂東IC～つくばJCT間、牛久阿見IC～阿見東IC間及び稲敷IC～木更津東IC間は、暫定2車線 注3：事業中区間のIC、JCT名称には仮称を含む

事業中

凡例（令和7年8月時点）

開通済

調査中

6車線

4車線
2車線

DPL境古河
R6.4立地 延床約12.7万㎡

GLP狭山日高Ⅲ
R6.4立地 延床約6.7万㎡

■大型物流施設等の

 従業者数の推移※2

出典： 総務省 経済センサス

約34,000人増加（人）

■大型物流施設等の

 立地件数の推移※2

出典： 総務省 経済センサス

約580件増加（件）

■固定資産税（家屋）※3

 の推移

出典： 総務省 地方財政状況調査

約360億円増加
（億円）
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1位 五霞町

（17.9%）

6位 古河市

（8.5%）

2位野田市

（12.3%）

3位入間市

（9.6%）

5位青梅市

（8.5%）

4位東松山市

（8.6%）

写真出典：（株）シーアールイー

ロジスクエア成田
R6.5立地 延床約1.8万㎡

DPL境古河
R6.4立地 延床約12.7万㎡

写真出典：大和ハウス工業（株）

■圏央道沿線自治体※1における雇用・税収等の推移

■大型物流施設の立地状況、基準地価格の上昇率（H28→H29）

GLP狭山日高Ⅲ
R6.4立地 延床約6.7万㎡

写真出典：日本GLP（株）
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６．未来に何が残るのか

〇ＡＩ時代にも人間の仕事がある



２０２５年１１月２日付 日本経済新聞

「ブルーカラービリオネア」の時代 ー抜粋ー

「米国でお金持ちになるのは知識階級というこれまでの常識が崩れつ
つある」

「AIには代替できない、技能を習得し経験を積んだ配管工や自動車
整備士など、日本の職人に相当する技能工への需要が高まっている」

「米労働省の統計ではブルーカラーの賃金が最も高いのはエレベータ
ーとエスカレーターの設置・修理工で、年間所得は中間値で
１０万６５８０ドル。日本円にして１６００万円に上る。」

29



i-Phone AIアシスタントに聞いてみた

「AIに代替されにくい仕事」とは？

以下の特徴が挙げられます

〇高度な人間関係スキルが必要: 

感情の理解や共感力、対人コミュニケーション能力が不可欠な仕事

〇創造性と独創性が求められる:

新しいアイデアや表現を生み出す力が重視される仕事

〇複雑な状況判断と倫理的判断が必要

前例のない状況での判断や、倫理的な価値観に基づく判断が

求められる仕事

〇一人ひとりに合わせた柔軟な対応が必要: 
個別のニーズに応じた対応や、マニュアル化できない柔軟な思考が
求められます

30
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７．これから関東で起こること

〇首都直下地震



自然災害リスクの増大（大規模地震の切迫化）

• 首都直下地震（都心南部直下地震）では、東京湾の沿岸部を中心に震度６強が想定され、
東京都心の周りを中心に単位面積当たりの全壊・焼失棟数が多くなっている。

• ライフラインは最大で、上水道約 1,400 万人（全体の約３割）、電力約 1,600 万軒（全体の
約５割）、ガス（都市ガス）約140万戸（全体の約１割）が供給停止すると想定されている。

〇震度分布（都心南部直下地震） 〇250ｍメッシュ別の全壊・焼失棟数
（都心南部直下地震、冬夕、風速8m/s）

出典：首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）
【別添資料1】～人的・物的被害（定量的な被害）～
 （中央防災会議 首都直下地震対策検討ワーキング
グループ：2013年12月）P1

https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg/

出典：首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）
【別添資料1】～人的・物的被害（定量的な被害）～
 （中央防災会議 首都直下地震対策検討ワーキング
グループ：2013年12月）P15を基に関東地方整備局作成
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出典：内閣府 防災情報のページ
首都直下地震対策検討ワーキンググループ（令和５～７年）
被害想定について（令和７年12月19日公表）

1.都心南部直下地震の被害想定【定量的な被害量】
「2頁 図１ 震度分布（都心南部直下地震）」

都心南部直下地震の被害想定【定量的な被害量】

出典：内閣府 防災情報のページ
首都直下地震対策検討ワーキンググループ（令和５～７年）
被害想定について（令和７年12月19日公表）

1.都心南部直下地震の被害想定【定量的な被害量】
「24頁 図２ 250ｍメッシュ別の全壊・焼失棟数
（都心南部直下地震、冬・夕、風速 8ｍ/ｓ）」を基に関東地方整備局作成

最新版に差し替え

https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg_02/pdf/r7higai_soutei1.pdf
https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg_02/pdf/r7higai_soutei1.pdf
https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg_02/pdf/r7higai_soutei1.pdf
https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg_02/pdf/r7higai_soutei1.pdf


○ 首都直下地震発生の際、都心に向けた八方向（八方位）毎に優先啓開ルートを設定し、一斉に道路啓開を
進行 （八方向作戦）

○ 人命救助の72時間の壁を意識し、発災後48時間以内に各方向最低1ルートは道路啓開を完了を目標

○ 発災後、被災状況の把握・集約及び災害対策基本法による区間指定を行い、優先啓開ルートを決定

○ 優先啓開ルートの啓開に必要な人員・資機材を集結させ、優先的に啓開を実施

道路啓開のイメージ八方向作戦のイメージ

33

首都直下地震道路啓開計画 ～八方向作戦～



国土交通省
関東地方整備局「防災道の駅」について

34

担当：交通対策課
最終更新：25/12/19

〇 全国で１，２３１駅が「道の駅」に登録され、うち関東地整管内では１８８駅が登録（令和７年１２月現在）
〇 広域的な防災拠点施設を持つ「道の駅」を「防災道の駅」として指定し、防災機能を強化
〇 このうち、１３箇所を「防災道の駅」に指定

R7．12現在

 （54箇所）
（関東36箇所）

 （33箇所）

埼玉県
  （21箇所）

川場田園プラザ 
（地方単独型）

みぶ 
（地方単独型）

奥久慈だいご 
（地方一体型）

かさま
（地方一体型）

しもつけ
（直轄一体型）

しもにた
（地方一体型）

とみうら
（直轄単独型）

富士吉田
（直轄単独型）

上田 道と川の駅
（直轄一体型）

小坂田公園 
（直轄単独型）

凡例
道の駅
防災道の駅

富士川 
（直轄一体型）

やちよ
（直轄一体型）

（22箇所） （5箇所）

（16箇所）

べに花の郷おけがわ
（直轄一体型）
R7.3.27 開業

「防災道の駅」の役割

※「防災道の駅」の詳細はQRコードよりご確認頂けます。

【選定要件】
１．都道府県が策定する広域的な防災計画（地域防災計画

もしくは受援計画）及び新広域道路交通計画（国土交通省と
都道府県で策定） に広域的な防災拠点として位置づけられて
いること

２．災害時に求められる機能に応じて、一定の施設、体制が
整っ ていること

３．２．が整っていない場合については、今後３年程度で必要な
機能、 施設、体制を整えるための具体的な計画があること

道の駅の数（１駅増）
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８．少し明るい話題

〇２０２７年国際園芸博覧会
〇インフラツーリズム



名 称

日本語：2027年国際園芸博覧会
略   称：GREEN×EXPO 2027

位置付け

• 最上位の国際園芸博覧会（A1）

• 国際博覧会に関する条約に基づく認定博覧会

基本事項

開催場所：神奈川県横浜市（旧上瀬谷通信施設の一部）

開催期間：2027年3月19日～9月26日（192日間）
参加者数：1,500万人（有料来場者数1,000万人以上）
開催者   ：公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会

会場位置図

※ A1は、我が国では1990年の国際花と緑の博覧会（大阪市）のみ

GREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会） 概要

【公式ロゴマーク】
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関東では“つくば科学万博”以来42年ぶり２回目の開催
１都３県では初の国際博覧会

【日本における万博の歴史】

■公式マスコットキャラクター
「トゥンクトゥンク」

「人と地球の自然との新たな関
係を育むコミュニケーター」として
機運醸成に活躍中

36



メインゲートからメインガーデンを臨む

住友林業株式会社

会場イメージ （全体図・主な出展施設）

三菱グループ 竹中グループ鹿島建設株式会社

【village出展イメージパース】

【主な会場施設イメージパース】

メインガーデン

37

＊建物の形状、配置を含め、本図は現時点でのイメージです

園芸博差し替え（３枚→４枚）



■原宿駅ファッションJOYボードへの広告掲載開始
山手線沿いの３ｍ×４m×１３面の巨大広告を設置
（2025年10月31日から2026年春まで）

■渋谷駅ハチ公広場前５面（同時放映）
11/３（月・祝）～２週間
15秒/60回/日（9:00～24：00）

■東京メトロ駅貼りポスター
…霞が関・永田町・赤坂見附・虎ノ門で実施
…11/３（月・祝）～２週間、B0横ポスター全34枠掲出

■政府出展起工式（2025年11月2日）■500日前記者発表会（2025年10月29日）

■ジャパンモビリティショー2025でのナンバープレート展示■国交省内にカウントダウンボード設置（2025年11月４日）■横浜市による500日前発表会（2025年11月４日）

38

開催500日前（2025年11月４日）関連の取組

園芸博差し替え（３枚→４枚）



■広報プロモーションへのご協力
２０２７年国際園芸博覧会協会が作成している広報媒体（下記参考）を
活用し、ポスター・デジタルサイネージの掲示や、イベント等での広報の
ご協力をお願いいたします。

※「大阪・関西万博」閉幕後、ポスター等の張り替えにご協力ください。

【ポスター】 【GREEN×EXPO 2027の見どころムービー】

【詳細（協会HP） 】
チラシ・パンフレット：https://expo2027yokohama.or.jp/about/promotionmaterials/
動画：https://expo2027yokohama.or.jp/about/movie/

【特別仕様ナンバープレート】
（令和7年5月3日デザイン公表）

【申込受付】
令和7年6月9日（月）～
【交付期間】
令和7年７月14日（月）
～令和9年11月30日（火）

公用車への取付けにご協力を
お願いいたします！

■特別仕様ナンバープレートの取付

【詳細（国交省HP） 】
https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi10_hh_000536.html

GREEN×EXPO 2027へのご協力のお願い
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① 機運醸成 ② 行催事参加

③ ご協賛・ご寄付

(催事場配置図)

会場内において、祭り・音楽・アート・スポーツ体験などを通じて、自然とのふ
れあいやつながりを感じられる催事を募集しています。 
多種多様な企画を実施する個人事業者、企業・ 団体からの応募が可能
です。

催事場所：大催事広場、催事場
  公募期間：2025年11月4日（火）

～2026年１月30日（金）
内定時期：2026年４月頃
詳細情報（公式HP）：

https://expo2027yokohama.or.j
p/sponsorship/public-events/

GREEN×EXPO協会では、各種ご協賛やご寄付を募集しております。
ぜひご検討ください！

（協賛について：https://expo2027yokohama.or.jp/sponsorship/sponsorship/）
（寄付について：https://expo2027yokohama.or.jp/sponsorship/donation/）
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園芸博差し替え（３枚→４枚）

https://expo2027yokohama.or.jp/about/promotionmaterials/
https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi10_hh_000536.html
https://expo2027yokohama.or.jp/sponsorship/public-events/
https://expo2027yokohama.or.jp/sponsorship/public-events/
https://expo2027yokohama.or.jp/sponsorship/public-events/
https://expo2027yokohama.or.jp/sponsorship/public-events/
https://expo2027yokohama.or.jp/sponsorship/sponsorship/
https://expo2027yokohama.or.jp/sponsorship/donation/


関東地方整備局では、インフラの存在や役割について多くの方々に理解して頂くとともに地域経済の活性化に寄与するよう、管理者が実施
する見学会だけではなく、地域の方々や民間事業者との連携により、インフラツーリズムに取り組んでいます。

賑わいの創出 地域活性化の推進～インフラツーリズム～

「ダム」
各ダムでは、定期的に観光放流を実施して
います。また、湯西川ダム・川治ダム・八ッ場
ダムでは、ダム見学と水陸両用バスでのダ
ム湖遊覧を春から秋頃まで行っています。

「首都圏外郭放水路」
民間事業者による見学会を、土日祝も含め開催しています。
「災害の自分事化」を通じて災害から国の命を守ることを目
指し、新たに「観光の視点」で子供から大人まで楽しく防災の
知識を身に付けられるよう、首都圏外郭放水路を情報発信
基地として更にパワーアップさせます。

「災害から命を守る自分事化カード」を見学者全員に配布

「防災コンシェルジュ」が大切な命の守り方を楽しく丁寧に解説

「第二海堡」
民間事業者により、ガイドを伴い第二海堡へ上陸、島内
を巡るツアーが開催されております。

東京湾口部の海上要塞

トーチカ（防御陣地）

事業者によるガイドツアー

（※）インフラツーリズムを実施している施設
八ッ場ダム、藤原ダム、相俣ダム、薗原ダム、湯西川ダム、川治ダム、川
俣ダム、五十里ダム、宮ヶ瀬ダム、首都圏外郭放水路、利根運河、霞ヶ浦
導水、荒川第１調節池、水の郷さわら、第二海堡、国営東京臨海広域防
災公園、品木ダム水質管理所・草津中和工場、鶴見川多目的遊水地

「マインクラフト」を通じて防災を楽し学べる教材をWEB公開

宮ヶ瀬ダム

湯西川ダム

八ッ場ダム
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最新のものに差し替え



首都圏外郭放水路インフラツーリズム（パワーアップ企画）

◆首都圏外郭放水路インフラツーリズム魅力倍増プロジェクトとして令和7年度より新たな取り組み
「８つのパワーアップ」を順次開催

◆「災害の自分事化」を通じて災害から国民の命を守ることを目指し、新たに「観光の観点」で子供か
ら大人まで楽しく防災知識を身につけられるよう、首都圏外郭放水路を情報発信基地として更にパ
ワーアップする

◆さまざまなパワーアップにより首都圏外郭放水路の観光施設としての魅力を広め、年間来場者数を１
０万人まで引き上げることを目指す

更新済
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ご清聴ありがとうございました

～担い手確保にともに頑張りましょう～
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